
 

 

令和８年度夏季手当（第１回）団体交渉  

 

①  日 時 令和８年５月２２日（金）１８時３４分～１８時５０分  

②  場 所 東京区政会館２０階２０５会議室  

③  出席者 

（当局）寺田副区長会会長（新宿）、川野副区長会副会長（大田）  

中嶋副区長（北）、荒牧副区長（目黒）、宮下副区長（練馬）、 

岸川副区長（墨田）、 

入澤副管理者、小林人事企画部長、藤永調査課長、榊勤労課長、 

浅見労務・制度改革担当課長  

（清掃労組）多田中央執行委員長、坂部副中央執行委員長、渡辺副中央執行委員長、

渡辺書記長、萩原書記次長、徳山常任中央執行委員、松澤常任中央執行委員、

高橋常任中央執行委員、佐藤常任中央執行委員、西大條常任中央執行委員、

水落常任中央執行委員  

④  発言要旨  

〈清掃労組〉  

私どもは本年３月１３日、貴職に対し「２０２６年度現業系賃金・人事制度に関わ

る要求書」を提出しましたが、本日は、改めて、「２０２６年度の夏季一時金等に関

わる要求書」を提出させていただきます。  

（要求書手交・読み上げ） 

〈清掃労組〉  

それでは、私の方から要求内容について、いくつか具体的に申し上げます。  

はじめに、一時金等についてです。  

昨年の人事委員会勧告では、公民比較における対象企業規模の見直しを受け、３４

年振りに３％を超える公民較差が算出されました。また、賃金確定交渉では、私ども

の要求も踏まえ、若年層のみならず、全ての職員に対して一定水準の賃金改善が図ら

れました。しかし、日本の経済情勢は、国際情勢の悪化に伴い、経済・財政の見通し

が不透明さを増す中で、長期化する物価高騰により、賃上げが追い付かず、２０２２

年から４年連続で実質賃金がマイナスとなっております。特に食料品やエネルギー価

格の上昇は家計を直撃しており、特別区で働く職員の生活は一層厳しい状況に置かれ

ています。  

近年、日本国内では、生産年齢人口の減少を見据え、初任給の大幅な引上げに動い

ていますが、採用後の賃金水準や人事制度に魅力がなければ、職員は定着しません。

特別区の清掃事業を担う人材を確保し、持続可能な質の高い公共サービスを提供し続



 

 

けていくためには、新規採用や若年層をはじめ、中高年齢層や再任用を含めた、全て

の職員が生活改善を実感できる賃金の大幅な引上げが不可欠であります。 

区長会として、自主的・主体的に賃金引上げを判断すべき時期に来ています。皆さ

ん方には、これまで以上の検討を行うことを求めるとともに、引き続き好調な春闘結

果を踏まえ、全ての職員に、物価上昇を上回る大幅な月例給の引上げを強く求めます。 

加えて、夏季一時金の支給月数増は、職員の強い要求です。特別区の一時金の支給

月数は、昨年、公民比較の対象となる企業規模を従業員１００人以上に見直しがされ

たものの、人事委員会が行った昨年の民間給与実態調査でも、各特別区と同規模であ

る従業員１,０００人以上企業の一時金支給月数は、５.２０月分との結果が示されて

いるところです。改めて、新規採用における人材獲得競争や民間準拠の観点から、大

企業が集中する特別区の実態に鑑み、従業員１ ,０００人以上規模の企業と比較する

べきです。  

こうした状況を踏まえ、人事委員会に対し公民比較における対象企業規模の更なる

見直しを求めるとともに、皆さん方に対しては、物価高騰や首都圏での生活実態を踏

まえ、支給月数を２.８月以上に引き上げることを求めます。  

次に、清掃職員に係る人事・給与制度についてです。  

労使による意見交換などを積み上げてきた結果、昨年の賃金確定交渉において、人

材確保及び更なる人材活用の観点から、「新たな業務職給料表」の実現を始めとする、

多くの人事・給与制度について改善が図られました。これらの新制度は本年４月より

各区にて運用が開始されていますが、その運用が各区で異なることがないよう、制度

改正の趣旨に鑑み、適切な対応を求めます。  

近年、各区において、清掃職員の継続的な新規採用が行われていますが、今年度の

採用選考から、新規採用における上限年齢が引き上げられたことにより、今まで応募

すら叶わなかった年代の応募が期待されています。一方で、清掃職場では引き続き、

内定辞退や急遽の退職等により、４月の現場における人員体制に大きな影響が生じて

きており、早期の欠員解消のため、多くの区で年度途中の採用選考が実施されていま

す。しかし、こうして年度途中に採用された職員は、４月１日付けの採用者と比較し、

任用資格など不利な状況となっていることから、有為な人材の確保のため、同等に見

直すことが不可欠です。 

昨年、多くの制度が改善されました。しかし、積み残している課題を含め、このよ

うに新たな問題が生じる場合もあります。引き続き、清掃職場の人材確保に向け、多

角的な検討を進めるとともに、解決すべき課題等がある際は、速やかに労使で協議を

行うよう求めます。  

次に、高年齢層職員の賃金水準についてです。 



 

 

近年、高齢期雇用における民間の情勢は大きく変化してきており、各調査結果では、

６０歳超従業員の賃金は、６０歳前と比較し、約８０％前後の水準となっています。 

これまでも同一労働同一賃金の観点から、６０歳前と同様の職務・職責を担ってい

る現状に鑑みれば、６０歳超職員の賃金を引き下げる理由はありません。明らかに同

一労働同一賃金の原則に矛盾しています。  

また、２０１８年の調査結果では、民間における６０歳超従業員の賃金水準が７割

とされましたが、人材確保を目的とした現在の賃金水準とは大きくかけ離れていると

言わざるを得ません。６０歳超常勤職員の月例給をそれまでの７割とするのであれば、

現在の特別区内民間企業における賃金実態調査を人事委員会に促し、精確に反映すべ

きです。加えて、精確に比較ができないのであれば、６０歳前常勤職員と同等の水準

にするべきです。  

人事院は、昨年の勧告に係る報告において、６０歳前後の給与水準については、「定

年の段階的引上げが完成する令和１３年３月までに必要な措置を講じられるよう引

き続き検討を行っていく」としています。しかし、６０歳超常勤職員が今まさに現場

で奮闘しているにもかかわらず、定年引上げの完成を見据えた検討では、あまりにも

遅すぎます。  

高年齢層職員の労働意欲を維持・喚起させる賃金水準とすることは、人材獲得競争

が激化する中、公務人材の流出を防ぐとともに、培ってきた技術・技能を後輩に継承

する観点からも必須です。また、高年齢層の賃金水準は将来の特別区政を担う若年層

にとって、今後も公務労働を継続する上で大きな指標になります。改めて、本来の定

年引上げの趣旨に則り、誰もが６５歳まで安心して職務に従事できる賃金水準の早期

実現に向け、区長会の自主的・主体的な検討を強く求めます。  

次に、再任用職員の処遇改善についてです。  

再任用職員の一時金の支給月数については、常勤職員の約５３％と半分程度まで抑

えられており、看過できない状態が続いています。  

特別区の再任用職員の業務内容は補完的なものでなく、定年前常勤職員と同等の職

務・職責を担っており、同一労働同一賃金の原則に反した現行の処遇は、著しく不合

理であると言わざるを得ません。加えて、再任用短時間勤務職員については、一時金

も含めると会計年度任用職員の年間給与の支給額を下回る逆転現象も生じています。

この状況を放置すれば、後輩への技術・技能の継承を始め、地域や区民の生活と安全

を守り、次代を担う子どもたちの学びのために尽力している再任用職員の離職は止め

られず、モチベーションの更なる低下を招き、深刻な人手不足が続く公務職場に多大

な影響を及ぼすことは避けられません。  

私どもは、この間、繰り返し処遇改善を求めてきましたが、昨年の人事院勧告及び



 

 

人事委員会勧告においても、再任用職員の一時金改善に関わる言及はありませんでし

た。このような現場の切実な声に応えようとしない姿勢は、極めて遺憾であり、到底

容認できるものではありません。  

公務職場の第一線で大きな役割を果たしている再任用職員の労苦に対し、正当に報

いるための処遇改善は待ったなしの課題です。区長会として、早期の処遇改善に向け

て最大限の取組を行うよう、強く求めます。  

また、生活関連手当のうち、扶養手当だけが再任用職員には支給されていないため、

導入に向けた検討をするべきです。  

最後に、夏季期間における熱中症対策等についてです。  

清掃職場では、これから１年で最も過酷な作業環境を迎えます。国内では、既にこ

の時期でも暑さ指数ＷＢＧＴ２８度以上又は気温３１℃を超える地域が出ており、近

年の地球沸騰化による尋常ではない真夏の気温・湿度を踏まえれば、時代に見合った

熱中症対策は待ったなしの状況です。  

私どもはこうした環境下でも、区民サービスの低下を招くことのないよう、職員一

丸となって、工夫を凝らしながら様々な事業を推進してきておりますが、一般的な熱

中症対策では、もはや限界を迎えています。  

これまでも申し上げてきましたが、清掃職場特有の現状に鑑みた対策として、夏季

期間における職員の負担軽減に対する取組が各区において進行しつつあります。また、

熱中症を予防するための取組として、夏季休暇の日数増やリフレッシュ休暇の新設、

更には、現場作業における手当の新設など、清掃職員の職務実態を踏まえた対策を前

向きに検討しているとの報告を受けております。  

このような取組は、清掃職員を夏の過酷な作業環境から守ること、ひいては区民サ

ービスを守ることに直結します。引き続き、清掃職場特有の実情を理解していただく

とともに、全ての区において清掃職員に対する熱中症を予防するための手当や負担軽

減策を予算化し導入するなど、更なる熱中症対策の拡充を強く求めます。 

以上、何点かにわたって私どもの要求を申し上げました。  

現場の最前線で、区民とのふれあいによって、区政に貢献をしている職員の努力を

正当に評価する賃金・人事制度の改善は、職員の切実な思いを込めた要求であること

を真摯に受け止め、これまで以上に検討をしていただくことを求めます。  

私からは以上です。  

〈当局〉  

ただいま、皆さんから「２０２６年度の夏季一時金等に関わる要求書」をいただき

ました。皆さんの要求については、直ちに各特別区長に報告するとともに、事務局に

検討に入らせたいと思います。  



 

 

さて、我が国の経済は、緩やかに回復しているものの、中東情勢の影響、また、金

融資本市場の変動の影響や米国の通商政策をめぐる動向などに注意する必要があり、

その先行きは依然として不透明な状況です。  

また、特別区における今年度の一般会計予算をみると、多くの区が、前年度比で増

額計上しておりますが、子育て・教育支援事業や災害対策事業のほか、山積する大都

市特有の課題に引き続き対応しなければなりません。さらに、ふるさと納税による特

別区民税の減収など、国による不合理な税制度を踏まえると、特別区の財政状況は、

引き続き、極めて厳しいものとなると考えられます。  

夏季一時金に関する皆さんの要求については、このような特別区を取り巻く極めて

厳しい情勢を始め、国や他団体、民間の動向等を十分に考慮の上、慎重に検討してま

いりたいと考えております。  

次に、技能・業務系人事制度について申し上げます。  

昨年、見直した内容につきましては、各区において適切に対応されるものと認識し

ております。  

また、人材確保に向けて解決すべき課題等が見受けられた場合は、皆さん方と協議

してまいります。  

最後に申し上げます。  

職員の皆さんには、区政の最前線で奮闘していただいておりますことに、区長会と

して、心から敬意と感謝を申し上げます。  

私からは以上です。  

〈清掃労組〉  

夏季一時金等に関する要求への皆さん方の現時点での考え方についてお聞きしま

した。全ての課題が私どもにとっては切実な要求であります。  

多くの課題の解決には、丁寧な労使協議が不可欠です。皆さん方からは、「特別区

を取り巻く極めて厳しい情勢を始め、国や他団体、民間の動向等を十分に考慮の上、

慎重に検討してまいりたい」という発言がありました。次回の交渉では、私どもの要

求を受け止めた回答を示していただくよう重ねて申し入れておきます。  

〈当局〉  

夏季一時金等に関する皆さんの要求については、検討の上、後日回答いたします。 


